
船舶事故調査報告書 

令和２年９月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年１０月２０日 ２０時３０分ごろ 

発生場所 高知県須崎
す さ き

市須崎港 

 須崎港湾口西防波堤東灯台から真方位２７７°１００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２２.５′ 東経１３３°１７.１′） 

事故の概要  貨物船第一明隆
めいりゅう

丸は、航行中、消波ブロックに乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年１１月１１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第一明隆丸、４９９トン 

 １４２２５４、株式会社三晴マリン、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 球状船首の破口等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、須崎港に入港する目的で、約 

１２ノットの対地速力で手動操舵により航行した。 

本船は、船長が、須崎港口に向けて右転しようとしたところ、左舷

船首方から前路を横切る漁船を認めたので同漁船の通過後に右転する

こととし、前路の須崎港湾口西防波堤（以下「本件防波堤」とい

う。）までまだ距離があると思い、漁船の動静を見ていたところ、本

件防波堤が目前に迫っていることに気付いて主機を全速力後進とした

ものの、本件防波堤の南側に設置された消波ブロック（以下「本件消

波ブロック」という。）に乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約１.８ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

 船長は、漁船に気を取られ、速力を落とすのを失念したと本事故後

に思った。 

分析 本船は、本件防波堤に向けて航行中、船長が、左舷船首方から前路

を横切る漁船に意識を向け、速力を落とすことを失念して航行してい

たことから、本件防波堤が目前に迫っていることに気付いて全速力後

進としたものの、本件消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、須崎港口に向けて右転しようとしたところ、左舷船首方か

ら前路を横切る態勢の漁船を認めた際、同漁船の通過後に右転するこ

ととし、本件防波堤に向かっていたものの、まだ距離があると思い、

漁船の動静に意識を向けていたことから、速力を落とすのを失念した

ものと考えられる。 



原因  本事故は、夜間、本船が本件防波堤に向けて航行中、船長が、左舷

船首方から前路を横切る漁船に意識を向け、速力を落とすことを失念

して航行していたため、本件防波堤が目前に迫っていることに気付い

て全速力後進としたものの、本件消波ブロックに乗り揚げたものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・入港する際は、特定の船舶だけに意識を向けることなく、周囲の

防波堤等への接近状況を確認し、常時、適切な見張りを行うこ

と。 

 


